
 

利根町における広報・広聴の仕組み 

〇広報 

広報紙 
毎月１回発行。 

回覧 
必要に応じて随時。 

ホームページ 
 

ＳＮＳ 
Facebook，Twitter，Instagram 

出前講座 
あらかじめ用意した講座メニューの中から，学習したい内容

を選んでもらい，町職員が町民の方の学習会や会合等に出向

き，説明するサービス 

 

〇広聴 

町長への手紙 
広報紙に掲載（不定期）。直近では令和元年７月号に掲載。 

ランチミーティング 
町民の方々と町長が昼食をともにしながら，町政に関する

様々なテーマを気軽に話し合う。 

町政懇談会 
平成 30年度は 10月 28日に開催。 

パブリックコメント 
町の政策等の案について，町が最終的な意思決定をする前

に，広く町民等に意見を求める制度。提出された意見等とそ

の検討結果については公表される。 

区長要望 
区単位での意見，要望について，区長を通して町に伝える制

度。 

ホームページ 
町のホームページから町政に対する問い合わせが可能。 
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